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（件・人） （人口：千人）

（年）

平成23年

平成24年（速報値）

580万2,039件

平成14年

455万5,881件

出動件数

や約１２５万件増加

人口

推定値

搬送人員

人口総数と救急搬送の将来推計

（備考） 「救急業務のあり方に関する検討会報告書」より



久留米市における高齢化の推移と将来推計

人口総数
（人）

高齢化率
（％）

（備考） 国立社会保障・人口問題研究所
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高齢者の傷病程度（久留米市）
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地域包括ケアの推進



地域医療構想



介護福祉施設等からの搬送人員（久留米市）
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引き継ぎシート
※事前に記入をお願いします。

続柄

救　　急　　引　　継　　ぎ　　　シ　　ー　　ト

《救急車要請時、救急隊にシートを渡してください》

施設名 （　　　　　　　　　　）

作成日 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

氏名 生年月日 M・T・S　　年　　月　　日（　　　歳）

住所

フリガナ 性別 男   　・　   女

かかりつけの病院

常用している薬

アレルギー 　   あり    （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　）   ・        なし

　【★お薬手帳があれば持ってきてください★】

℡

介護度・日常生活 要支援（　　　）・要介護（　　　） 自立　・伝え歩き　・杖　・歩行器　・車椅子　・寝たきり

麻痺等の有無 　左 （ 上肢 ・ 下肢 ）　　・右 （ 上肢 ・ 下肢 ）　　・その他　（ 四肢の欠損 ）

蘇生処置を行わない

（DNAR）について

　□　医師・家族と話合いが出来ている　　　　□　医師・家族と話合いが出来ていない

   ※DNARを希望されていても、救急要請により救急隊は救命処置を施し医療機関へ搬送します。

　　　　　　　　　　　時　　　　分頃　　　　

救急車を要請したら記載して下さい

病

気

・

け

が

いつから 　　　　　　　  時　　　　分　　　　　

何をしているとき □就寝中　　□食事中　　□歩行中　　□不明　　その他（　　　　　　　　　）

主訴・症状

□胸痛　　　　□発熱　　　　□失禁　　　　その他

□頭痛　　　　□けいれん　　□麻痺

□呼吸苦　　　□嘔吐　　　　□冷汗

□腹痛　　　　□意識障害　　□体の疼痛

・この救急引継ぎシートは、救急業務以外には使用しません。

・救急搬送終了後に、救急隊により責任を持って破棄します。

□　施設と同じ

緊急時連絡先

既往歴

心

肺

停

止

呼吸が止まると

ころを目撃
□目撃した　　　　　□目撃していない

普段の状態を最後に

確認した時刻

氏　名 ℡ 住　所

                   県         　　　市

AAAA

記載する時間がない場合は、上記の項目を確実に把握し、

１１９通報時または救急隊に直接伝えて下さい。

救 急 引 継 ぎ シ ー ト
《救急車要請時、救急隊にシートを渡してください》

※事前に記入をお願いします。

施設名 （ ）

作成日 平成 年 月 日

・管内の福祉施設にデータを配布
・個人情報は事前に記載し印刷しファイルに保存
・救急要請時に、現病歴を記載
・救急隊へ手渡し

・確実な情報伝達
・現場滞在時間の短縮



DNＡRとは尊厳死の概念に相通じるもので、癌の末期、

老衰、救命の可能性がない患者などで，本人または

家族の希望で心肺蘇生法（CPR）をおこなわないこと

これに基づいて医師が指示する場合をDNＡR指示

（do not attempt resuscitation）という。

しかし、わが国の実情はいまだ患者の医療拒否権

について明確な社会合意が形成されたとはいい難く、

ガイドラインも公的な発表はなされていない。

ＤＮＡＲ



蘇生中止 悩む救急隊



救急出動 蘇生中止



終末期の蘇生中止容認 日本臨床医学会指針
平成２９年４月８日 毎日新聞

癌などの終末期で心肺停止した患者への救急対応に関する指針を公表した。

原則として蘇生と病院搬送を行うが、患者本人が延命を望まない書面を残している場合

などに限り、患者本人の選択を尊重すべきだとの考えを示した。

同学会は全国の消防や救急医療の関係者らに提言として示す。

患者が書面を残していても、施設職員や家族が１１９番通報する例がある。

蘇生を中止するかどうかの判断は各地の消防本部によって分かれ、多くは

「患者本人の希望に関わらず蘇生を行う」としている。

搬送を望まない家族との間でトラブルが生じることもある。

指針は蘇生を中止する要件として

「患者と家族、かかりつけ医らが十分な話し合いをした上で、医師による蘇生中止の

指示書を事前に作成していること」

「救急隊員が電話でかかりつけ医の指示を直接受けること」などを定めた。



救急隊の法的根拠

消防法第２条９項

救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外

若しくは公衆の出入りする場所において生じた事故

または政令で定めるものによる傷病者のうち、

医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要のあるもの

を、救急隊によって医療機関その他の場所に搬送すること

をいう。



救急隊の法的根拠

救急隊 → 搬送の際は処置が必要

→ 死亡診断が出来ない

救急業務実施基準 第十九条
（死亡者の取扱い）

隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合

又は医師が死亡していると診断した場合は、

これを搬送しないものとする。



ＤＮＡＲを提示された症例①

概要 ９０歳男性、自宅居間にて心肺停止のため出動。

状況 居間に伏臥位・心肺停止状態

既往：重症心不全
（数週間前にも搬送された傷病者であり、自宅にて看取りたい

とのことで、自宅退院していたとのこと。）

活動 車内収容中に救命処置は必要ないと家族より申し出があるも、

救急隊は蘇生処置を実施する必要性を説明し、掛かりつけ病院

へ搬送。

救急搬入口でＣＰＲを中止されるよう医師に指示され、死亡確認が

なされた。引継ぎ後、ＤＮＡＲの意思表示が退院時にあったことと、

書面上のものはないことを医師より説明を受けた。



ＤＮＡＲを提示された症例②

概要 ７２歳男性、グループホーム入所者が施設内で心肺停止状態

のため出動。

状況 ベッド上に仰臥位・心肺停止状態

ＡＤＬ：寝たきりで意思疎通できない

既往：肥大型心筋症・胸部大動脈瘤

家族：なし

活動 施設職員より、主治医が現場に向かっており、蘇生処置は必要

ないとの報告を受けたため、医師が到着するまでの間ＣＰＲを

実施することを伝え、医師到着後にＣＰＲを中止し不搬送とした。



現状（当本部管内） 内因性事案DNAR判明数（救急活動中に判明）

（2014～2016）

DNAR 介護療養型
医療施設

特別養護
老人ホーム

介護老人
保険施設

養護
老人ホーム

介護付有料
老人ホーム

住宅型有料
老人ホーム

グループホーム

10例 0例 4例 0例 1例 1例 1例 3例

DNAR
介護療養型
医療施設

特別養護
老人ホーム

介護老人
保険施設

養護
老人ホーム

介護付有料
老人ホーム

住宅型有料
老人ホーム

グループホーム

10例 0例 4例 0例 1例 1例 1例 3例

医師介入の有無







救急業務に関するあり方検討会 総務省消防庁



まとめ①

•超高齢社会をむかえ、今後も救急搬送と入院必要者

（中等症以上）の増加することが予測され、ベッド満床状態や

照会回数の増加等による受け入れ困難事案の増加が推測

される。

•地域医療構想が進められていく中で、急性期のベッド数が

少なくなることも予測される。



まとめ②

•介護施設への出動件数の増加は著しく、中等症以上の傷病者

も同様に増加しており、介護施設での救急対応が急務である

と思われる。

・在宅（介護施設を含む）へ戻る際、地域包括支援センター、

ケアマネジャー等との救急要請時の対応について、しっかりと

協議・情報共有をしておく必要がある。



まとめ③

・ 終末期にある患者が最後を迎えようとしたとき、家族はどう

対応するかを、事前に医療機関と相談しておき、患者に

関わる関係者がしっかり把握しておく必要がある。

・ また、ＤＮＡＲについては法整備を念頭に、介護施設を含む

高齢者救急に関する課題を、終末期医療に関わる医師、

看護師・福祉・ 病院・行政等の他の機関と共有し、地域の

実情に合わせた病院救護体制が確立されることが必要で

ある。


